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第５期（2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで）事業報告

１．当社の現況に関する事項
（1）	企業集団の事業の経過及び成果等
＜企業集団の主要な事業内容＞

当社グループは、当連結会計年度末現在、銀行持株会社である当社、並びに株式会社三十三銀行（以下、
「三十三銀行」といいます。）を含む連結子会社10社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、クレ
ジットカード業務、信用保証業務等の金融サービスに係る事業を行っております。

＜金融経済環境＞
当期におけるわが国の経済を振り返りますと、家計部門では、全国旅行支援の開始やウィズコロナの生

活様式の浸透を背景としたサービス消費の増加により個人消費は回復傾向にあります。年明け以降は物価
高の影響により節約志向が強まる一方で、来期の賃上げを決定した企業も多数あり、消費は緩やかに持ち
直しています。また企業部門では、年明け以降は中国をはじめとした海外経済の減速を受けて、電子部
品・デバイスを中心に企業の生産活動が伸び悩んでいるものの、インバウンド需要の持ち直しや半導体な
どの供給制約緩和による自動車関連の輸出の増加、コロナ禍で見送られていた設備投資の増加を背景に、
緩やかに持ち直しています。

当社グループの主な営業基盤であります三重県においても、ウィズコロナの生活様式定着や経済正常化
によるサービス消費の改善、企業による設備投資の増加、またサービス業の需要増加に伴う人手不足によ
り雇用の改善もみられ、県内景気は緩やかに持ち直しています。

＜企業集団の事業の経過及び成果等＞
このような経済環境の下、当社グループは「質の高い地域ナンバー１金融グループ」をビジョンとする

第２次中期経営計画（2021年４月～2024年３月）で掲げている「リレーション＆ソリューションの深
化（金融仲介機能の強化）」「経営の効率化・最適化」「強固な経営基盤の確立」の３つの基本方針の下、
合併シナジーの最大化を図りつつ更なる成長に向けた諸施策に取り組んでまいりました。
「リレーション＆ソリューションの深化」では、グループのビジネスモデルである圧倒的なリレーショ

ンの構築と多様なソリューションの提供を通じて地元である三重県、愛知県を中心とした営業エリアにお
ける地域経済の活性化への貢献とともに、収益力の強化を図ってまいりました。

法人のお客さまには、人材紹介やIT・DX化支援などの本業支援に資する取組みを実践する「本業支援
チーム」を本部内に設置し、営業店、提携事業者と連携してお客さまの課題解決に取り組んでまいりまし
た。また、SDGsへの取組みに対して複合的な支援を実施する「SDGs応援パッケージ」の提供やCO2排
出量の見える化・削減クラウドサービスの導入斡旋などSDGs・脱炭素経営の取組みをサポートするため
の商品・サービスの提供に努めるなどしました。

個人のお客さまには、住宅ローンのWEB事前審査申込の取扱いを開始し、三十三銀行ホームページに
おいて24時間いつでもお申込手続きが可能で、銀行窓口へご来店が難しいお客さまでもご利用いただけ
るサービスを拡充しました。また、お客さまの最善の利益を考えた業務運営態勢を再構築するため、運用
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ビジネス部門の基本方針を抜本的に見直し、行内向けに「運用ビジネス部門中期運営方針」を制定しまし
た。
「経営の効率化・最適化」では、店舗ネットワークのあり方を見直し、ブランチ・イン・ブランチ方式

により11拠点の店舗統合を実施したほか、浜島支店と磯部支店の２ヶ店について、交互に窓口営業を行
う店舗形態の隔日営業を導入しました。また、デジタル化による業務合理化・効率化を図るため、諸会議
の電子化や各業務のペーパーレス化を拡充しました。
「強固な経営基盤の確立」では、グループ間の緊密な連携による強固な経営管理態勢に加え、人的資本

について、１on１ミーティングの実施や階層別研修の実施などにより組織の融和を進めてまいりました。
さらに、外部トレーニーや外部派遣研修を実施し、サステナブルソリューション支援、事業承継支援、
M&A、DX化支援などの戦略部門を担う人材の強化を図ったほか、ハウスメーカーや情報・通信システム
会社などへの短期出向を通じて、銀行の枠組みを越えた人材の育成に取り組みました。また、働き方改
革・ダイバーシティの推進においては、経済産業省及び日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制
度において「健康経営優良法人」の認定を受けるなどしました。このほか、女性の活躍支援をはじめ、性
別や年齢を問わず全ての職員が働きがいをもって活躍できる体制整備に努めました。

上記の取組みに加え、当期も引き続き新型コロナウイルス感染症長期化に伴う対応にも注力し、お客さ
まの資金繰り支援や融資の返済条件の見直しに真摯に対応してまいりました。

また、地域産業に関する商品・サービスの企画・立案、地域ブランド形成に向けた戦略策定支援などを
行う地域商社である三十三地域創生株式会社との協働体制を通じて、地域社会の持続的な発展、地域経済
の活性化に努めてまいりました。

こうした取組みの結果、当社グループの最重要課題であった公的資金300億円について、2022年８月
に返済期限より２年前倒しで全額返済しました。
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（当社グループの連結業績）
主要な勘定残高につきましては、預金等（譲渡性預金を含む。）は前期末比491億39百万円増加し３兆

8,282億37百万円、貸出金は前期末比759億68百万円増加し２兆8,520億66百万円となりました。また、
有価証券は前期末比922億26百万円増加し9,228億96百万円となりました。

損益状況につきましては、経常利益は経費が減少したことなどから前期比38億53百万円増加し87億
37百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比14億27百万円増加し63億32
百万円となりました。

なお、主要な子会社である三十三銀行の単体業績につきましては、以下のとおりとなりました。

主要な勘定残高につきましては、預金等（譲渡性預金を含む。）は前期末比465億90百万円増加し３兆
8,425億72百万円、貸出金は前期末比786億84百万円増加し２兆8,684億41百万円となりました。また、
有価証券は前期末比921億10百万円増加し9,281億27百万円となりました。

損益状況につきましては、経常利益は経費が減少したことなどから前期比14億87百万円増加し89億
14百万円となり、当期純利益は60億56百万円となりました。

なお、上記に記載した期間比較に用いる前期の計数は、2021年５月以降の三十三銀行の計数と2021
年４月の旧三重銀行と旧第三銀行の計数を単純合算しております。

＜企業集団の対処すべき課題＞
景気は、インバウンド需要の持ち直しや半導体などの供給制約緩和による自動車関連の輸出の増加、コロナ

禍で見送られていた設備投資を背景に、緩やかに持ち直しております。
また、地域金融機関の経営環境は人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な変化が及ぼす地域経済への影響

増大に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした行動様式の変化、サステナビリティへの関心の高
まり、金融資本市場の変動等により大きく変化しており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求め
られております。

このような環境の下、当社グループは、第２次中期経営計画において、合併シナジーの最大化を図りつつ、
重要なテーマである「リレーション＆ソリューションの深化（金融仲介機能の強化）」「経営の効率化・最適化」

「強固な経営基盤の確立」に着実に取り組むことにより、持続可能な地域社会の実現に向けたグループ総合力
を発揮し、ビジョンとして掲げる「質の高い地域ナンバー１金融グループ」を目指してまいります。

また、当社は公的資金の返済を新たなスタートとして位置づけ、より迅速なビジネスの展開を通じて、地域
とともに更なる成長を図ってまいります。

今後とも、当社グループの企業価値の更なる向上を目指し、役職員一同総力を結集して取り組んでまいりま
す。

株主のみなさまにおかれましても、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（2）	企業集団及び当社の財産及び損益の状況
　イ．企業集団の財産及び損益の状況
 （単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

経 常 収 益 71,116 76,245 70,479 65,901

経 常 利 益 6,178 3,413 4,884 8,737
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,151 4,179 4,905 6,332

包 括 利 益 △  13,715 13,246 △    6,617 △    2,370

純 資 産 額 227,465 238,491 229,635 195,019

総 資 産 3,936,933 4,312,845 4,636,016 4,285,761
（注） 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

　ロ．当社の財産及び損益の状況
 （単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

営 業 収 益 3,272 3,289 2,697 2,382

受 取 配 当 金 2,224 2,226 2,229 2,057

銀 行 業 を 営 む 子 会 社 2,224 2,226 2,229 2,057

そ の 他 の 子 会 社 ― ― ― ―

当 期 純 利 益 2,272 2,243 2,242 2,188

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円　銭
74　22

円　銭
72　99

円　銭
72　79

円　銭
79　18

総 資 産 額 160,262 160,359 160,229 130,227

銀行業を営む子会社株式等 158,903 158,903 158,903 128,903

そ の 他 の 子 会 社 株 式 等 ― ― ― ―
（注） 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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（3）	企業集団の使用人の状況
当年度末

銀行業 リース業 その他の事業

使 用 人 数 2,377人 55人 98人
（注） 使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。

（4）	企業集団の主要な営業所等の状況
　イ．銀行業
　 株式会社三十三銀行
　　①　営業所数

当年度末

三 重 県 121店 うち出張所
（３）

愛 知 県 34 （―）

岐 阜 県 1 （―）

大 阪 府 5 （―）

奈 良 県 2 （―）

和 歌 山 県 6 （―）

東 京 都 2 （―）

合　　　　　　　　計 171 （３）
（注）上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を152ヵ所設置しております。

株式会社セブン銀行との提携によるセブン銀行ATMを24,989ヵ所及び株式会社ローソン銀行との提携による
ローソン銀行ＡＴＭを13,467ヵ所それぞれ設置しております。
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　　②　当年度新設営業所
　　　　該当ございません。

（注）当年度において次の店舗外現金自動設備を新設・廃止しました。
○店舗外現金自動設備の新設（次の５ヵ所）

名古屋支店 JRゲートタワー出張所 名古屋市中村区
菰野中央支店 菰野中央出張所 三重県三重郡菰野町
上前津支店 大須301ビル出張所 名古屋市中区
高茶屋支店 オークワ津高茶屋出張所 三重県津市
津南支店 津南出張所 三重県津市

○店舗外現金自動設備の廃止（次の14ヵ所）
松阪本店営業部 セントラル硝子出張所 三重県松阪市
亀山支店 シャープ亀山工場出張所 三重県亀山市
松阪本店営業部 シャープ三重工場出張所 三重県多気郡多気町
名古屋駅前支店 大名古屋ビルヂング出張所 名古屋市中村区
本店営業部 三重県四日市庁舎出張所 三重県四日市市
久居支店 リクシル久居出張所 三重県津市
朝日支店 東芝三重工場出張所 三重県四日市市
川越支店 中部電力川越火力発電所出張所 三重県川越町
鈴鹿支店 ティ・エス・テック出張所 三重県鈴鹿市
岡崎支店 岡崎南出張所 愛知県岡崎市
名張支店 近鉄名張駅出張所 三重県名張市
阪南支店 阪南出張所 大阪府阪南市
亀山支店 東町出張所 三重県亀山市
千里ヶ丘支店 千里ヶ丘出張所 三重県津市

　　③　株式会社三十三銀行を所属銀行とする銀行代理業者の一覧
　　　　該当ございません。

　　④　株式会社三十三銀行が営む銀行代理業等の状況
　　　　該当ございません。

　ロ．リース業及びその他の事業
　　 　リース業及びその他の事業の営業所等の状況につきましては、「（6）重要な親会社及び子会社等の

状況　ロ．子会社等の状況」をご参照ください。
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（5）	企業集団の設備投資の状況
　イ．設備投資の総額

（単位：百万円）
銀行業 リース業 その他の事業 合　計

設 備 投 資 の 総 額 2,292 391 50 2,733
（注） 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

　ロ．重要な設備の新設等
（単位：百万円）

事業別 会社名 内　容 金　額
銀 行 業 株式会社三十三銀行 ソフトウェア 508

（注） 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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（6）	重要な親会社及び子会社等の状況
　イ．親会社の状況
　　　該当ございません。
　ロ．子会社等の状況

会社名 所在地 主要業務内容 資本金 当社が有する子会社
等の議決権比率 その他

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 三重県四日市市西新地
７番８号 銀 行 業 務

百万円
37,461

％
100.00 ―

株 式 会 社 三 十 三 総 研 三重県四日市市西新地
10番16号

企業経営に関する情報提供・相談業
務、金融経済等の調査・研究業務

百万円
50

％
（90.00） ―

三十三リース株式会社 三重県四日市市幸町
２番４号 リ ー ス 業 務

百万円
90

％
（90.00） ―

三 重 リ ー ス 株 式 会 社 三重県松阪市宮町
172番地の８ リ ー ス 業 務

百万円
80

％
（100.00） ―

株式会社三十三カード 三重県四日市市幸町
２番４号

クレジットカード業務
貸金業務、信用保証業務

百万円
90

％
（95.00） ―

第 三 カ ー ド サ ー ビ ス
株 式 会 社

三重県松阪市中央町
303番地の１ クレジットカード業務

百万円
60

％
（100.00） ―

三 十 三 信 用 保 証
株 式 会 社

三重県四日市市幸町
２番４号 信 用 保 証 業 務

百万円
480

％
（100.00） ―

三重総合信用株式会社 三重県松阪市中央町
303番地の１ 信 用 保 証 業 務

百万円
40

％
（100.00） ―

三十三コンピューター
サ ー ビ ス 株 式 会 社

三重県松阪市中央町
520番地の１ システム運用受託業務

百万円
20

％
（100.00） ―

三 十 三 ビ ジ ネ ス
サ ー ビ ス 株 式 会 社

三重県松阪市中央町
527番地１ 逓 送 便 警 備 輸 送 業 務

百万円
30

％
（100.00） ―

（注）１. 資本金は単位未満を切り捨てて表示しております。
 ２. 当社が有する子会社等の議決権比率の欄の（　）は間接議決権比率であります。
 ３. 上記の重要な子会社等は全て連結対象としております。

　重要な業務提携の概況
　　該当ございません。
（7）	主要な借入先
　　該当ございません。
（8）	事業譲渡等の状況
　　該当ございません。
（9）	その他企業集団の現況に関する重要な事項
　　該当ございません。
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２．会社役員（取締役）に関する事項
（1）	会社役員の状況

（年度末現在）
氏　名 地位及び担当 重要な兼職 その他

岩 間 　 弘 取締役会長
（代表取締役）

株式会社三十三銀行
　取締役会長（代表取締役）

渡 辺 三 憲 取締役社長
（代表取締役）

株式会社三十三銀行
　取締役頭取（代表取締役）

堀 内 浩 樹 取締役兼執行役員
（経営企画部担当）

株式会社三十三銀行
　取締役兼常務執行役員

加 藤 芳 毅 取締役兼執行役員
（リスク統括部・コンプライアンス統括部担当）

株式会社三十三銀行
　取締役兼常務執行役員

山 川 憲 一 取締役兼執行役員
（業務統括部担当）

株式会社三十三銀行
　取締役兼専務執行役員
　融資本部長

川 瀬 和 也 取締役兼執行役員
（人事総務部担当）

株式会社三十三銀行
　取締役兼常務執行役員

京 戸 裕 司 取締役（監査等委員）
（常勤監査等委員） 　 （注）１

古 川 典 明 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

株式会社ミッドランド経営
　代表取締役
古川典明公認会計士事務所
　所長
ミッドランド税理士法人
　代表社員
株式会社メディカル一光
グループ
　社外監査役

（注）２
（注）３

種 村 　 均 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

株式会社ノリタケカンパニー 
リミテド
　特別顧問
中日本高速道路株式会社
　取締役会長

（注）２
（注）４

吉　田　すみ江 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

あおば総合法律事務所
　弁護士

（注）２
（注）５

松 井 憲 一 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

株式会社ツムラ
　社外取締役

（注）２
（注）６

（注）１.  取締役（監査等委員）京戸裕司氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を高
めるためであります。
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２.  取締役（監査等委員）古川典明氏、種村均氏、吉田すみ江氏及び松井憲一氏は、株式会社東京証券取引所及び株
式会社名古屋証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

３.  取締役（監査等委員）古川典明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

４.  取締役（監査等委員）種村均氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテドにおける財務及び会計に関する業務経
験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５.  取締役（監査等委員）吉田すみ江氏の戸籍上の氏名は、今尾すみ江であります。
６.  取締役（監査等委員）松井憲一氏は、出光興産株式会社における財務及び会計に関する業務経験を有しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

（2）	会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区　分 支給人数 報酬等
取　締　役

（監査等委員を除く） 6人 57
取　締　役

（監査等委員） 7人 36

合　　　計 13人 93
（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

２． 上記報酬等の額には、2022年６月24日開催の第４期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含ん
でおります。

３．株主総会（2019年６月21日開催）で定められた報酬限度額（年額）
取締役（監査等委員を除く）
　基本報酬 300百万円（但し、使用人兼務役員の使用人としての給与を除く）
株主総会決議に係る会社役員の員数　　８名
取締役（監査等委員） 60百万円
株主総会決議に係る会社役員の員数　　４名

４． 当社は、2021年２月９日の取締役会において、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等
の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
　取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が当該方針と整合しており、取締役会の内部機関として取締役及び執行役員の報酬等に関
する事項を所管する報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行っていることから、当事業年度に係る取締役
の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
　なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
①基本方針

　取締役の報酬等は、その役割と責務に相応しいものにするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中
長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたもの
とする。

②個人別の基本報酬の額または算定方法の決定方針等
　取締役の基本報酬は、在任中に毎月支給する確定金額報酬とし、他社水準や当社グループの業績等を考慮し
つつ、地位・職責等を総合的に勘案して決定するものとする。
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　なお、株主総会で承認されている報酬額の年額の範囲内とし、取締役の個人別の報酬月額については、取締
役会の内部機関として取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会において決定する。
　報酬委員会は、代表取締役と社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）で構成し、社外取締役が委員長
を務め、取締役会の内部機関として取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を審議・決定する。

③個人別報酬等における確定金額報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合の決定方針
　持株会社の機能、グループ全体の報酬体系等を踏まえ、業績連動報酬及び非金銭報酬は設定せず、個人別の
報酬等は全て固定報酬としての確定金額報酬とする。

５． 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容については、取締役会の内部機関
として取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会が審議・決定しております。
　報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するこ
とを目的に、代表取締役と社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）で構成され、社外取締役が委員長を務
めております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定した報酬委員会は、委員長である
社外取締役（監査等委員）野呂昭彦のほか、取締役会長（代表取締役）岩間弘、取締役社長（代表取締役）渡辺
三憲、社外取締役（監査等委員）古川典明、社外取締役（監査等委員）種村均及び社外取締役（監査等委員）吉
田すみ江で構成され、公正かつ透明性をもって審議・決定を行っております。

（3）	責任限定契約
氏　名 責任限定契約の内容の概要

古　川　典　明
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定
する最低責任限度額としております。

種　村　　　均
吉　田　すみ江
松　井　憲　一

（4）	補償契約
　　該当ございません。

（5）	役員等賠償責任保険契約に関する事項
被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社並びに当社の子会社
である株式会社三十三銀
行の取締役（監査等委員
である取締役を除く。）
及び監査等委員である取
締役

当社は、保険会社との間で、当社並びに当社の子会社である株式会社三十三銀行の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役を被保険者とする、役員等
賠償責任保険契約を締結しており、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険会社が填補するものです。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由があります。
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３．社外役員に関する事項
（1）	社外役員の兼職その他の状況

氏　名 兼職その他の状況

古 川 典 明

株式会社ミッドランド経営代表取締役、ミッドランド税理士法人代表社員及び株式会社メデ
ィカル一光グループ社外監査役であります。
当社の子会社である株式会社三十三銀行と株式会社ミッドランド経営との間には、通常の銀
行取引のほか、ビジネスマッチング業務に関する契約（株式会社三十三銀行が紹介した顧客と
同社との間で会計税務に関するコンサルティング契約等が成約した場合に同社から報酬を受
け取る契約）があります。また、当社の子会社である株式会社三十三総研と同社との間には、
顧問契約があります。
なお、株式会社三十三銀行とミッドランド税理士法人及び株式会社メディカル一光グループ
との間には、通常の銀行取引があります。
株式会社ミッドランド経営及びミッドランド税理士法人と当社グループとの間における取引
額等については、同社及び同法人それぞれの売上高に占める当社グループとの取引による売
上高並びに当社の連結業務粗利益に占める同社及び同法人それぞれとの取引による業務粗利
益はいずれも１％未満であります。

種 村 　 均
中日本高速道路株式会社取締役会長であります。
当社の子会社である株式会社三十三銀行と中日本高速道路株式会社との間には、重要
な取引その他の関係はありません。

松 井 憲 一
株式会社ツムラ社外取締役であります。
当社の子会社である株式会社三十三銀行と株式会社ツムラとの間には、重要な取引そ
の他の関係はありません。

（2）	社外役員の主な活動状況
氏　名 在任期間 取締役会及び監査等委員会への

出席状況
取締役会及び監査等委員会に
おける発言その他の活動状況

古　川　典　明
（社外取締役） ５年

当事業年度開催の取締役会11回
中10回、監査等委員会13回中
12回に出席しております。

主に公認会計士及び税理士としての豊富な
経験や専門的見地から、助言・提言及び監
査を積極的に行うなど、取締役会の意思決
定の妥当性、適正性の確保及び当社の経営
全般に対する監査・監督等の役割を適切に
果たしております。

種　村　　　均
（社外取締役） ２年９ヵ月

当事業年度開催の取締役会11回
中10回、監査等委員会13回中
11回に出席しております。

主に企業経営者としての豊富な経験や幅広
い見地から、助言・提言及び監査を積極的
に行うなど、取締役会の意思決定の妥当
性、適正性の確保及び当社の経営全般に対
する監査・監督等の役割を適切に果たして
おります。
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氏　名 在任期間 取締役会及び監査等委員会への
出席状況

取締役会及び監査等委員会に
おける発言その他の活動状況

吉　田　すみ江
（社外取締役） ２年９ヵ月

当事業年度開催の取締役会11回
中11回、監査等委員会13回中
12回に出席しております。

主に弁護士としての豊富な経験や専門的見
地から、助言・提言及び監査を積極的に行
うなど、取締役会の意思決定の妥当性、適
正性の確保及び当社の経営全般に対する監
査・監督等の役割を適切に果たしておりま
す。

松　井　憲　一
（社外取締役） ９ヵ月

2022年６月の就任後に開催さ
れた取締役会９回中９回、監査
等委員会10回中10回に出席し
ております。

主に企業経営者としての豊富な経験や幅広
い見地から、助言・提言及び監査を積極的
に行うなど、取締役会の意思決定の妥当
性、適正性の確保及び当社の経営全般に対
する監査・監督等の役割を適切に果たして
おります。

（3）	社外役員に対する報酬等 （単位：百万円）
支給人数 当社からの報酬等 当社の親会社等からの報酬等

報酬等の合計 5人 19 ―
（注）１.  記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

２.  上記報酬等の額には、2022年６月24日開催の第４期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名を
含んでおります。

（4）	社外役員の意見
　　該当ございません。

４．当社の株式に関する事項
（1）株　　式　　数 発行可能株式総数

普通株式 70,000千株
第一種優先株式 70,000千株

発行済株式の総数
普通株式 26,167千株

（注） 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

（2）当年度末株主数 普通株式 17,486名
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（3）	大　　株　　主
 普通株式

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社（ 信 託 口 ） 2,296千株 8.78％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（ 信 託 口 ） 1,382 5.28
三 十 三 フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 職 員 持 株 会 1,296 4.95
銀 泉 株 式 会 社 1,062 4.06
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（ 信 託 口 ４） 816 3.12
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 776 2.96
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 445 1.70
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 349 1.33
Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社 340 1.30
Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ フ ァ イ ナ ン ス サ ー ビ ス 株 式 会 社 339 1.29

（注）１．持株数等は千株未満を切り捨てて表示しております。
 ２．持株比率は発行済株式の総数から自己株式数（13千株）を控除して算出しております。
 ３．持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

（4）	役員保有株式
　　該当ございません。

５．当社の新株予約権等に関する事項
（1）	事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等
　　該当ございません。

（2）	事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等
　　該当ございません。
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６．会計監査人に関する事項
（1）	会計監査人の状況

（単位：百万円）
氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員　中 村　哲 也
指定有限責任社員　池 ヶ 谷　正
指定有限責任社員　内 田　宏 季

５

報酬等について監査等委員会が会社法第399条
第１項の同意をした理由
　 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内

容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などの適切性・妥当性を確認し、
検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当な
水準であると判断し、会社法第399条第１項の
同意を行っております。

（注）１. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
 ２.  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等

の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当該事業年度に係る報酬等にはこれらの合計額を
記載しております。

 ３.  当社、子会社及び子法人等が会計監査人である監査法人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額は71百万
円であります。

（2）	責任限定契約
　　該当ございません。

（3）	補償契約
　　該当ございません。

（4）	会計監査人に関するその他の事項
　　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合
は、監査等委員の全員の同意によって会計監査人を解任いたします。
　また、上記の場合のほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状
況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認めら
れる場合、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、
監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。

15

010_0458819322306.indd   15010_0458819322306.indd   15 2023/05/22   16:40:542023/05/22   16:40:54



７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　　該当ございません。

８．業務の適正を確保する体制
　業務の適正を確保する体制

当社は内部統制の態勢整備を経営の最重要課題として位置づけており、その充実に取り組み、絶えず
高度化を図るべく、内部統制システムに関する基本方針を定めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)　 コンプライアンス態勢の基本方針として、取締役会で「経営理念」、「企業倫理」、「行動規範」

を制定する。
(2)　 役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンスマニュアル」及び「コ

ンプライアンス規程」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜実施する。
(3)　「コンプライアンスプログラム」を毎年策定し、その実施状況のモニタリングを行う。
(4)　 コンプライアンス経営会議を設置し、法令等遵守態勢及び顧客保護等管理態勢の整備・確立に

必要な事項を決定するとともに、その実践状況を検証し、当社及び子銀行等における透明性の
高い経営を確保する。

(5)　 コンプライアンス統括部をコンプライアンスに関する統括部署とし、各部署にコンプライアン
ス責任者とコンプライアンス担当者を配置する。

(6)　 コンプライアンス統括部は、コンプライアンスに関する情報を一元的に統括・管理するととも
に、コンプライアンス体制を整備し、維持・改善する。

(7)　コンプライアンス統括部及び外部弁護士を窓口とする公益通報制度を整備する。
(8)　 業務執行部門から独立した内部監査部署として監査部を設置し、コンプライアンス態勢等の適

切性と有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
(9)　 反社会的勢力に対しては、「企業倫理」及び「行動規範」に関係を遮断する方針を定めるとともに、

「反社会的勢力対応規程」を制定する。
(10)　 コンプライアンス統括部を反社会的勢力への対応に関する統括部署と定め、一元的に統括・管理

するとともに、子会社等及び外部専門機関との連携を強化し、反社会的勢力との関係を遮断する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)　 「取締役会規程」、「文書取扱基準」に基づき、取締役が職務の執行に係る情報を常時閲覧できる

よう適切に保存及び管理する。
(2)　情報資産保護に関する安全対策の基本方針として、「セキュリティポリシー」を制定する。
(3)　 「個人情報保護基本規程」のほか、「特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針」を制定し、

個人情報等を適切に管理・保護する。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)　 取締役会で「グループリスク管理規程」を制定し、当社グループにおけるリスク管理に関する

基本方針とリスク管理態勢を明確化する。
(2)　 リスク管理経営会議を設置し、当社グループにおける各種リスクと管理の状況を把握するとと

もに、リスクを能動的にコントロールする。
(3)　 リスク統括部を当社グループの統合的リスク管理部署とするとともに、リスクの種類毎に管理

部署を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立する。
(4)　 リスク統括部は、統合的なリスクの状況を定期的に取りまとめ、課題を抽出し、リスク管理経

営会議に報告する。リスク管理経営会議は、各リスクの現状を把握し、対応策を決定する。
(5)　 監査部は、年間監査計画を立案し、監査等委員会に報告したうえで、取締役会の承認を得る。
(6)　 監査部は、リスク管理態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及

び監査等委員会に報告する。
(7)　 災害等の不測の事態が発生した場合に備えて、「グループ危機管理規程」を制定し、当社グルー

プにおける危機管理に関する基本方針と危機管理態勢を明確化する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)　 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「取締役会規程」を制定し、取締

役会を月１回定例開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)　 取締役会で決議された基本方針に基づき、具体的執行方針を策定し、また業務執行に関する重

要事項を決定するため、グループ経営会議を組織する。
(3)　 「組織及び業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定するとともに、重要な課題に対してはリ

スク管理経営会議、コンプライアンス経営会議などの組織横断的な各種委員会を設置し、業務
の効率性を確保する。

(4)　 取締役会は、必要に応じて執行役員を選任し、執行役員は「執行役員規程」に基づき、誠実に
その職務を執行する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)　 「グループ経営管理規程」、「グループ内取引等に係る基本方針」及び「グループ内の業務提携等

に係る基本方針」を制定し、当社グループの健全かつ適切な運営を確保する。
(2)　 経営企画部が子銀行等の業務状況の管理及び当社各部との調整等を実施する。
(3)　 「グループ経営管理規程」に基づき、当社グループ全体に大きな影響を及ぼす重要事項や内部統

制上必要な事項等については、直接出資子会社を通じて当社所管部署に対し協議・報告を行う
体制を整備する。

(4)　 監査部は、直接出資子会社の内部監査部門と連携し、当社グループ全体の内部監査を統括し、
当社グループの内部監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。

(5)　 財務報告に係る内部統制の適正な整備及び運用を図り、当社グループの財務報告の適正性・信
頼性を確保する。
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６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)　 監査等委員会との協議に基づき、監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会事務局を

設置し、使用人（補助者）を配置する。
(2)　補助者の任命及び異動、人事考課は、監査等委員会の同意を取得する。
(3)　 補助者は、監査等委員会の指示に従い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から独立し

てその職務を遂行する。

７． 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、並びに子会社の役職員が監査等委
員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1)　 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は法令等に基づき、当社グループにおい
て、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報
告する。

(2)　 子銀行等各社の役職員は、当該会社において著しい損害を及ぼす事実を発見した場合は、直接
あるいは間接的に監査等委員会に報告する。

(3)　 監査等委員は、グループ経営会議、リスク管理経営会議などの重要な会議に出席し、重要な決
定及び業務の執行状況を把握するとともに、必要に応じて意見を述べることができる。

(4)　 監査等委員会は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子銀行等
各社の役職員に、監査に必要な事項について報告を求めることができる。

８． 監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

(1)　 当社グループは、監査等委員会へ報告を行った役職員に対して、報告を行ったことを理由とし
て、不利になる取扱いは行わない。

９． 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用
の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項

(1)　監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎期、必要額の予算を設ける。
(2)　 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用

の前払い等の請求をしたときは、担当部署で検討のうえ、速やかに当該費用または債務を処理
する。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)　 監査等委員会の監査に関する事項は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に

定める。
(2)　監査等委員が、重要な会議に出席できることを規程等に明記する。
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(3)　 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社グループが対処すべき重要課題等に
ついて意見交換を実施する。

(4)　 監査等委員会は、監査部と緊密な連携を保ち、監査結果等について定期的に報告を受け、必要
に応じて調査を求め、具体的指示を行うほか、会計監査人と定期的に会合を持ち、実効的かつ
効率的な監査を行う。

　業務の適正を確保する体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保する体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

１．職務執行の適正及び効率性の向上に関する取組状況
(1)　 当社は取締役会の決議により重要な業務の執行の一部をグループ経営会議に委任し、効率的な

意思決定を行っております。
(2)　 当事業年度は取締役会を11回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに各取

締役の業務執行状況の監督を行っております。
(3)　 当事業年度はグループ経営会議を41回開催しており、当社の業務運営方針について協議・決定

するほか、業務執行に関する重要事項を決定しております。
(4)　 取締役候補者の選定及び取締役の報酬等に関する取締役会の機能を強化するため、諮問機関と

して指名委員会を、内部機関として報酬委員会をそれぞれ設置し、社外取締役の関与・助言の
機会を適切に確保しております。

(5)　 内部監査については、取締役会で決議された「内部監査方針及び基本計画」に基づき、業務執
行部門から独立した監査部が内部監査等を実施し、取締役会及び監査等委員会に監査結果を報
告しております。

２．リスク管理体制
(1)　 当社は、リスク管理経営会議において年度毎にリスク管理の運営方針を定めております。また、

年度毎にリスク資本配賦を定め、半期に見直しを実施しリスクを能動的にコントロールしてお
ります。

(2)　 当事業年度はリスク管理経営会議を21回開催し、リスクとリスク管理の状況を報告するほか、
リスク対応策等を協議・決定しております。

３．コンプライアンス体制
(1)　 当社は、取締役会で定めたコンプライアンスプログラムについて、コンプライアンス経営会議

においてその進捗状況を四半期毎にモニタリングするとともに、課題の把握と対応策を立案・
実施し、その進捗状況について四半期毎に取締役会に報告しております。

(2)　 当事業年度はコンプライアンス経営会議を15回開催し、当社及び子銀行等の法令等遵守態勢の
整備及び顧客保護等管理態勢の整備・確立に必要な事項を協議しております。
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(3)　 「公益通報制度（コンプライアンスホットライン）」を整備することにより、法令違反の防止、
早期発見を促し、コンプライアンス体制の機能を補完しております。

４．企業集団における業務の適正の確保に対する取組状況
(1)　 当社は、「グループ経営管理規程」を策定し、当社グループ全体に大きな影響を及ぼす重要事項

等について取締役会等において協議・報告を行う体制を整備し、子会社の経営管理を行ってお
ります。

(2)　 当社では、監査部が子銀行の監査部と連携し当社グループ全体の内部監査を統括し、グループ
経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。

５．監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保等
(1)　 当事業年度は、監査等委員会を13回開催し、職務執行の適法性・適正性等に関して幅広く意見

交換、審議、検証するとともに、厳正な監督を行っております。
(2)　 監査等委員会は、代表取締役との会合を定期的に実施し、監査部からの内部監査結果の報告を

四半期毎に受けるほか、監査部及び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。

９．特定完全子会社に関する事項
（単位：百万円）

会社名 住　所 株式の帳簿価額 当社の総資産額
株式会社三十三銀行 三重県四日市市西新地７番８号 128,903 130,227

10．親会社等との間の取引に関する事項
該当ございません。

11．会計参与に関する事項
該当ございません。

12．その他
会社法第459条第１項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
 　当社は会社法第459条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第160条第１項の規
定による決定をする場合以外の場合における同法第156条第１項各号に掲げる事項を定め、自己の
株式を取得することができる旨を定款に定めております。
　自己の株式の取得については、資本の状況等を総合的に判断した上で実施してまいります。
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連結計算書類

科　　　　　目 金　　額
（資産の部）
現 金 預 け 金 347,344
買 入 金 銭 債 権 1,185
商 品 有 価 証 券 572
金 銭 の 信 託 40,000
有 価 証 券 922,896
貸 出 金 2,852,066
外 国 為 替 7,937
そ の 他 資 産 85,282
有 形 固 定 資 産 22,342

建 物 9,056
土 地 8,957
リ ー ス 資 産 2
建 設 仮 勘 定 176
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 4,149

無 形 固 定 資 産 7,645
ソ フ ト ウ ェ ア 7,386
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 88
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 170
退 職 給 付 に 係 る 資 産 1,643
繰 延 税 金 資 産 5,651
支 払 承 諾 見 返 15,342
貸 倒 引 当 金 △24,149

　
　
　
　

資 産 の 部 合 計 4,285,761

科　　　　　目 金　　額
（負債の部）
預 金 3,753,835
譲 渡 性 預 金 74,402
借 用 金 208,155
外 国 為 替 1
そ の 他 負 債 36,108
賞 与 引 当 金 969
退 職 給 付 に 係 る 負 債 129
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 50
株 式 給 付 引 当 金 170
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 210
偶 発 損 失 引 当 金 685
繰 延 税 金 負 債 679
支 払 承 諾 15,342
負 債 の 部 合 計 4,090,741
（純資産の部）
資 本 金 10,000
資 本 剰 余 金 49,288
利 益 剰 余 金 136,141
自 己 株 式 △325
株 主 資 本 合 計 195,103
そ の他有価証券評価差額金 925
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △19
退職給付に係る調整累計額 △1,355
その他の包括利益累計額合計 △448
非 支 配 株 主 持 分 364
純 資 産 の 部 合 計 195,019
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 4,285,761

第５期末（2023年３月31日現在）連結貸借対照表
（単位：百万円）
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第５期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）連結損益計算書
（単位：百万円）

科　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額
経 常 収 益 65,901
資 金 運 用 収 益 32,768

貸 出 金 利 息 27,446
有 価 証 券 利 息 配 当 金 4,738
コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 6
預 け 金 利 息 505
そ の 他 の 受 入 利 息 71
役 務 取 引 等 収 益 15,035
そ の 他 業 務 収 益 1,725
そ の 他 経 常 収 益 16,371

償 却 債 権 取 立 益 2
そ の 他 の 経 常 収 益 16,369

経 常 費 用 57,163
資 金 調 達 費 用 454

預 金 利 息 326
譲 渡 性 預 金 利 息 4
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 2
借 用 金 利 息 92
そ の 他 の 支 払 利 息 29
役 務 取 引 等 費 用 3,242
そ の 他 業 務 費 用 934
営 業 経 費 37,474
そ の 他 経 常 費 用 15,057

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,039
そ の 他 の 経 常 費 用 14,018

経 常 利 益 8,737
特 別 利 益 1,214

固 定 資 産 処 分 益 1,214
特 別 損 失 967

固 定 資 産 処 分 損 378
減 損 損 失 589

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 8,985
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,735
法 人 税 等 調 整 額 889
法 人 税 等 合 計 2,624
当 期 純 利 益 6,360
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 28
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,332
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（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 10,000 79,416 131,865 △ 265 221,015
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 2,056 △ 2,056
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,332 6,332

自 己 株 式 の 取 得 △ 30,223 △ 30,223
自 己 株 式 の 処 分 △ 0 35 35
自 己 株 式 の 消 却 △ 30,127 30,127 ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 ― △ 30,127 4,275 △ 59 △ 25,911
当 期 末 残 高 10,000 49,288 136,141 △ 325 195,103

その他の包括利益累計額 非支配	
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ	
損益

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 9,209 △ 27 △ 896 8,285 334 229,635
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 2,056
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,332

自 己 株 式 の 取 得 △ 30,223
自 己 株 式 の 処 分 35
自 己 株 式 の 消 却 ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（ 純 額 ） △ 8,284 8 △ 458 △ 8,734 30 △ 8,703

当 期 変 動 額 合 計 △ 8,284 8 △ 458 △ 8,734 30 △ 34,615
当 期 末 残 高 925 △ 19 △ 1,355 △ 448 364 195,019

第５期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づい
ております。

連結計算書類の作成方針
（1）連結の範囲に関する事項

①　連結される子会社及び子法人等　　　　　10社
　　主要な会社名
　　　株式会社三十三銀行
②　非連結の子会社及び子法人等　　　　　　 ６社
　　　さんぎん農業法人投資事業有限責任組合
　　　さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合
　　　三十三成長事業応援投資事業有限責任組合
　　　エヌスリー投資事業有限責任組合
　　　三十三事業承継１号投資事業有限責任組合
　　　みえ事業承継応援２号投資事業有限責任組合
　 　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰

余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲
から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏
しいため、連結の範囲から除外しております。

　 　なお、2022年８月１日付で、第２号さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合は、三十三成
長事業応援投資事業有限責任組合に名称を変更しております。

（2）持分法の適用に関する事項
①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等
　　該当ございません。
②　持分法適用の関連法人等
　　該当ございません。
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③　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等　　　　６社
　　　さんぎん農業法人投資事業有限責任組合
　　　さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合
　　　三十三成長事業応援投資事業有限責任組合
　　　エヌスリー投資事業有限責任組合
　　　三十三事業承継１号投資事業有限責任組合
　　　みえ事業承継応援２号投資事業有限責任組合
　 　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持

分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除
いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

　 　なお、2022年８月１日付で、第２号さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合は、三十三成
長事業応援投資事業有限責任組合に名称を変更しております。

④　持分法非適用の関連法人等
　　該当ございません。

（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　３月末日　　　　　10社

（4）開示対象特別目的会社に関する事項
　該当ございません。

（5）のれんの償却に関する事項
　該当ございません。

会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
（2）有価証券の評価基準及び評価方法

① 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ
の他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格の
ない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
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② 　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ方法により行って
おります。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（4）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）
　 　当社及び銀行業を営む連結される子会社の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日

以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物　　　３年～50年
　　　その他　　　３年～20年
　 　その他の連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づ

き、主として定額法により償却しております。
②　無形固定資産（リース資産を除く）
　 　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当社及び連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～10年）に基づい
て償却しております。

③　リース資産
　 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額について
は、零としております。

（5）貸倒引当金の計上基準
　銀行業を営む連結される子会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、
判定した債務者区分と債権分類に応じて、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本
公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号　2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要
注意先債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失
額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の
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直近３算定期間における平均値に基づき予想損失率を求め、算定しております。破綻懸念先債権に相
当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した
残額に対して、今後の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎
とした貸倒実績率の直近３算定期間とより長期の過去の一定期間における平均値に基づき予想損失率
を求め、そのいずれか高い方を用いて算定しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額
を計上しております。
　また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のう
ち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる
債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権
の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。
　その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等
を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

（6）賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、
当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

（7）役員退職慰労引当金の計上基準
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支
給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（8）株式給付引当金の計上基準
　株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく銀行業を営む連結される子会社の取締役（監査等委
員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員への当社普通株式の給付等に備えるため、当
連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

（9）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻
損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
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（10）偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備
えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（11）退職給付に係る会計処理の方法
　銀行業を営む連結される子会社の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度
末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及
び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
　過去勤務費用： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法に

より損益処理
　数理計算上の差異： 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処
理

　その他の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（12）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建の資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

（13）重要なヘッジ会計の方法
①　金利リスク・ヘッジ
　 　銀行業を営む連結される子会社における金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会

計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公
認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第
24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利ス
ワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャ
ッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係
の検証により有効性の評価をしております。

　　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
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②　為替変動リスク・ヘッジ
　 　銀行業を営む連結される子会社における外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対

するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の
取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８日）に規定する繰延
ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動
リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ
対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確
認することによりヘッジの有効性を評価しております。

（14）重要な収益及び費用の計上基準
　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識しております。
　また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に経常収益と
経常費用を計上する方法によっております。

会計方針の変更
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結
会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　貸倒引当金
　１．当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
　　　貸倒引当金　　24,149百万円
　２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

（1）算出方法
　　　 　貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「（5） 貸倒引当金の計上基準」に記載して

おります。
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　　　 　なお、貸倒引当金算定にあたり、見積りの要素となる債務者区分は、債務者の財務情報等の定
量的な情報に加え、将来の業績見通しやキャッシュ・フローの状況等の定性的な要因に関連する
情報も勘案して判定しております。

（2）主要な仮定
　　　 　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通しやキャッシュ・フロー

の状況」であり、特に事業性貸出先については、各債務者の収益獲得能力や債務償還能力、経営
改善計画の内容や進捗状況等を踏まえ、個別に評価し、設定しております。

　　　 　また、新型コロナウイルス感染症の直接的な影響は減少するものの、資源価格高騰や人件費上
昇等を含む経済環境の変化は、今後１年程度継続するものと想定しております。一部の業種等へ
の影響については、個別の債務者における直近の業績や資金繰り状況を考慮して、自己査定結果
に基づき貸倒引当金を計上しておりますが、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等に
より、貸出金に多額の損失が発生する事態には至らないという仮定を置いております。

（3）翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　　　 　個別貸出先の業績変化や新型コロナウイルス感染症を含む経済環境の変化等により、当初の見

積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に
重要な影響を及ぼす可能性があります。

注記事項
（連結貸借対照表関係）

１．関係会社の出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の出資金を除く）　　1,773百万円
２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。
　 　なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又

は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２
条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに
支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 17,535百万円
　　　危険債権額 48,993百万円
　　　三月以上延滞債権額 1百万円
　　　貸出条件緩和債権額 6,653百万円
　　　合計額 73,184百万円
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　 　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

　 　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契
約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権に該当しないものであります。

　 　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金
で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　 　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生
債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
３ ．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有
しておりますが、その額面金額は、4,715百万円であります。

４ ．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公
認会計士協会会計制度委員会報告第３号　2014年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出
金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、9,515百万円であります。

５．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　有価証券 240,074百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　預　金 13,241百万円
　　　借用金 189,200百万円
　 　上記のほか、公金事務取扱の取引の担保として、有価証券100百万円及びその他資産252百万円を

差し入れております。
　 　非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券

はありません。
　 　また、その他資産には、金融商品等差入担保金4,445百万円、中央清算機関差入証拠金20,000百

万円及び敷金・保証金1,023百万円が含まれております。
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６ ．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け
た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを
約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、579,953百万円であります。この
うち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが485,786百万円あり
ます。

　 　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも
のが必ずしも当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与える
ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由
があるときは、連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の
減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

７．有形固定資産の減価償却累計額 28,426百万円
８．有形固定資産の圧縮記帳額 2,322百万円
９ ．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は32,996百万円であります。

32

010_0458819322306.indd   32010_0458819322306.indd   32 2023/05/22   16:40:542023/05/22   16:40:54



（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常収益」には、株式等売却益889百万円を含んでおります。
２．「その他の経常費用」には、株式等売却損363百万円及び株式等償却162百万円を含んでおります。
３．「減損損失」は、移転等の決定及び営業キャッシュ・フローの低下がみられる営業用店舗等について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。
地域 主な用途 種類 減損損失

三重県内 営業用店舗 28 か所 土地、建物及び
その他の有形固定資産等 422百万円

(うち土地 74百万円)
(うち建物 134百万円)
(うちその他の有形固定資産等 214百万円)

共用資産２か所 建物、ソフトウエア及び
その他の有形固定資産等 42百万円

(うち建物 9百万円)
(うちソフトウエア 17百万円)
(うちその他の有形固定資産等 16百万円)

三重県外 営業用店舗４か所 土地、建物及び
その他の有形固定資産等 123百万円

(うち土地 12百万円)
(うち建物 35百万円)
(うちその他の有形固定資産等 76百万円)

合　計 営業用店舗 32 か所
共用資産２か所

土地、建物、ソフトウエア
及びその他の有形固定資産等 589百万円

(うち土地 86百万円)
(うち建物 178百万円)
(うちソフトウエア 17百万円)
(うちその他の有形固定資産等 306百万円)

銀行業を営む連結される子会社は、営業用店舗については、店舗単位のキャッシュ・フローが相互
補完的であるエリア単位で、移転、廃止予定資産及び遊休資産については、各資産単位でグルーピン
グしております。また、本部、事務センター、寮、社宅等については、独立したキャッシュ・フロー
を生み出さないことから共用資産としております。
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当社、その他の連結される子会社及び子法人等については、各社を一つのグループとして、各社
毎にグルーピングしております。

なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、
正味売却価額は主として不動産鑑定評価額等に基づき算定しております。

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数 摘　要

発行済株式
普通株式 26,167 ― ― 26,167
第一種優先株式 4,200 ― 4,200 ― （注）１

合　計 30,367 ― 4,200 26,167
自己株式

普通株式 116 64 15 165 （注）２，３，４
第一種優先株式 ― 4,200 4,200 ― （注）５

合　計 116 4,264 4,215 165
（注）１　第一種優先株式の発行済株式の減少は、自己株式の消却によるものであります。

２　普通株式の自己株式の増加は、株式報酬制度に係る信託による取得及び単元未満株式の買取請求によるものであ
ります。

３　普通株式の自己株式の減少は、株式報酬制度に係る株式給付及び単元未満株式の買増請求によるものでありま
す。

４　当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式151千株が含まれ
ております。

５　第一種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2022年７月27日開催の取締役会決議に基づく取得及び消却によ
るものであります。
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　２．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額
（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり

配当額 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会

普通株式 941百万円 36.00円 2022年３月31日 2022年６月27日

第一種優先株式 173百万円 41.286円 2022年３月31日 2022年６月27日

2022年11月11日
取締役会 普通株式 941百万円 36.00円 2022年９月30日 2022年12月９日

合　計 2,056百万円
（注）１　2022年６月24日定時株主総会決議による普通株式の配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当

社株式に対する配当金３百万円が含まれております。
２　2022年11月11日取締役会決議による普通株式の配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社

株式に対する配当金５百万円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後とな
るもの

2023年６月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。

イ．配当金の総額 941,556,024円
ロ．１株当たり配当額 36.00円
ハ．基準日 2023年３月31日
ニ．効力発生日 2023年６月26日
なお、配当原資は、利益剰余金とする予定であります。
また、配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金５百

万円が含まれております。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　　 　当社グループは貸出業務、預金業務、有価証券投資業務等の銀行業務を中心に各種金融サービス
を提供しております。これらの業務を行うため、市場の状況や長期・短期のバランス等を考慮した
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うえで、必要に応じて借用金等による資金調達も行っております。このように、主として金利変動
を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないよう、当社
グループでは、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行っております。その一環として、デリバ
ティブ取引も行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　　 　当社グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧

客の財務状況の悪化等により、貸出金の元本や利息の回収が困難となる信用リスクに晒されており
ます。また、債券、株式、投資信託等の有価証券を保有しており、金利、為替、株価等の市場価格
の変動により、資産価値が減少する市場リスクや、発行体の財務状況の悪化等により、元本の償還
やクーポンの受取りが困難となる信用リスクに晒されております。

　　 　一方、当社グループが保有する金融負債は、預金や借用金等であり、市場環境の悪化等により、
必要な資金が確保できず、資金繰りが悪化する流動性リスクに晒されております。

　　 　また、当社グループは、お客様に対するヘッジ手段等の提供や、当社グループの資産及び負債の
総合的管理（ALM）等を目的に金利スワップ取引や為替予約等のデリバティブ取引を行っており
ます。これらのデリバティブ取引は、市場の変動により損失を被る市場リスクや取引先の契約不履
行により損失を被る信用リスク（カウンターパーティーリスク）等に晒されております。

　　 　当社グループは、金利スワップ取引を貸出金に係る金利リスクに対するヘッジ手段として、ヘッ
ジ会計を適用しております。これらのヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッ
ジ対象である貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引双方の理論価格の算定に影響を与える市
場金利の変動幅の累計を比較し、ヘッジの有効性を評価しております。また、一部の資産・負債に
ついては金利スワップの特例処理を行っております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　 　当社グループは、信用リスク管理に関する諸規程・運営方針に従い、貸出金について、個別案

件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対
応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか
審査部門により行われ、また、権限によっては、定期的に経営陣に審議・報告を行っておりま
す。さらに、与信管理の状況については、監査部門がチェックしております。

　　　 　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、市場部門において、信用情報や時価を定期的に把
握するとともに、保有限度額を設定し、リスクの集中を回避しております。
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　　②　市場リスクの管理
　　　 　当社グループは、市場リスク管理に関する諸規程・運営方針に従い、市場取引執行部門である

フロントオフィス、市場取引事務部門であるバックオフィス、及び市場リスク管理部門であるミ
ドルオフィスのそれぞれを、各機能が独立する形で設置し、実効性のある相互牽制体制を整備し
ております。

　　　 　市場リスク管理部門は、計量可能な市場リスクについて市場リスク量を計測するとともに、市
場リスク量を適切にコントロールするため、保有限度枠や損失限度枠等の遵守状況をモニタリン
グするほか、定期的に経営陣に報告を行っております。さらに、市場リスク管理の状況について
は、監査部門がチェックしております。

　　　 　当社グループにおいて、市場リスクを抱える主たる金融商品は、「有価証券」、「貸出金」、「預金」、
「譲渡性預金」、「借用金」、「デリバティブ取引」であります。これらの市場リスクについては、
VaR（予想最大損失額）による定量化（保有期間 債券60営業日、純投資株式60営業日、政策投
資株式120営業日、投資信託60営業日、預貸金等240営業日、対顧客デリバティブ取引60営業
日、信頼区間99％、観測期間５年）を行っております。

　　　　2023年３月31日現在で当社グループの市場リスク量は、159億円であります。
　　　 　なお、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量で

あり、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合
があります。このため、当社グループでは、モデルが算出するVaRと実際の時価の変動との比較
等によるバック・テスティングを実施することで、使用する計測モデルの精度を評価し、必要に
応じてVaRを乗数補正しております。

　　③　流動性リスクの管理
　　　 　当社グループは、流動性リスク管理に関する諸規程・運営方針に従い、資金繰り管理部門と流

動性リスク管理部門を設置し、実効性のある相互牽制体制を整備しております。
　　　 　流動性リスク管理部門は、運用・調達の状況を的確に把握するとともに、流動性リスク管理指

標を各種設定し、遵守状況をモニタリングするほか、定期的に経営陣に報告を行っております。
　　　 　また、万一の資金逼迫時を想定し、緊急事態にも金融市場においていつでも資金調達ができる

体制を構築しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　 　金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　 　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。ま
た、現金預け金、外国為替（資産・負債）は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ
とから、記載を省略しており、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目についても記載を省略し
ております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時　価 差　額

（1）有価証券
満期保有目的の債券 5,000 4,987 △ 12
その他有価証券（＊１） 907,378 907,378 ―

（2）貸出金 2,852,066
貸倒引当金（＊２） △ 21,086

2,830,980 2,840,668 9,688
資産計 3,743,358 3,753,034 9,675

（1）預金 3,753,835 3,753,840 5
（2）譲渡性預金 74,402 74,402 ―
（3）借用金 208,155 207,924 △ 230

負債計 4,036,392 4,036,167 △ 224
デリバティブ取引（＊３）
　ヘッジ会計が適用されていないもの 5,278 5,278 ―
　ヘッジ会計が適用されているもの（＊４） （27） （26） 1

デリバティブ取引計 5,250 5,252 1
（＊１ ）その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月

17日）第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊３ ）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じ

た正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示しております。
なお、「ヘッジ会計が適用されているもの」には、金利スワップの特例処理によるものが含まれております。

（＊４ ）ヘッジ対象である貸出金の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、主に繰延ヘ
ッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」

（実務対応報告第40号　2022年３月17日）を適用しております。
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（注１ ）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その
他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　　　　　　　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊１）（＊２） 2,337
非上場外国証券（＊１） 10
組合出資金（＊３） 8,170

（＊１ ）非上場株式及び非上場外国証券については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針
第19号　2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について26百万円減損処理を行っております。
（＊３ ）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月

17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
　 　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。
　　　レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し
た時価

　　　レベル２の時価： 観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

　　　レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　 　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2023年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
　その他有価証券
　　国債・地方債 165,452 258,831 ― 424,284
　　社債 ― 133,906 32,689 166,595
　　株式 42,565 8,935 ― 51,501
　　その他（＊） 5,601 256,330 ― 261,932
デリバティブ取引
　金利関連 ― 5,436 ― 5,436
　通貨関連 ― 2,634 ― 2,634

資産計 213,619 666,075 32,689 912,384
デリバティブ取引
　金利関連 ― 1,194 ― 1,194
　通貨関連 ― 1,625 ― 1,625

負債計 ― 2,819 ― 2,819
（＊ ）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24－９項の基準

価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24－９項の取扱いを適用した投資信託の連
結貸借対照表計上額は3,064百万円であります。

第24－９項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売却及
び償還の純額

投資信託の基
準価額を時価
とみなすこと
とした額

投資信託の基
準価額を時価
とみなさない
こととした額

期末
残高

当期の損益に計上し
た額のうち連結貸借
対照表日において保
有する投資信託の評

価損益
損益に
計上

その他の
包括利益に
計上

2,998 ― 65 ― ― ― 3,064 ―
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2023年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
　満期保有目的の債券
　　その他 ― 4,987 ― 4,987
貸出金 ― ― 2,840,668 2,840,668

資産計 ― 4,987 2,840,668 2,845,655
預金 ― 3,753,840 ― 3,753,840
譲渡性預金 ― 74,402 ― 74,402
借用金 ― 207,924 ― 207,924

負債計 ― 4,036,167 ― 4,036,167
（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資　産
有価証券
　 　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しておりま

す。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
　 　公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方

債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関し
て市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に
分類しております。

　 　相場価格が入手できない場合には、取引金融機関から提示された価格によっており、観察できないインプットを用い
ていない又はその影響が重要でない場合は、レベル２に分類しております。

　 　私募債は、内部格付に基づく区分ごとに、キャッシュ・フローから、信用リスクを控除したものを市場金利で割り引
くことにより時価を算出する方式にて現在価値を算出しており、レベル３に分類しております。ただし、破綻先、実質
破綻先及び破綻懸念先の私募債等につきましては、貸出金と同様に、当該債券の帳簿価額から貸倒見積高を控除した金
額をもって時価としております。

貸出金
　 　貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって

いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、
貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、キャッシュ・フローから、信用リスクを控除したもの（ただし、
固定金利によるもののうち、住宅ローン等の消費者ローンについては、ローンの種類及び期間に基づく区分ごとに、元
利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引く）を市場金利で割り引くことにより時価を算
定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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　 　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は
担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照
表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

　 　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返
済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており
ます。

　　当該時価は、レベル３の時価に分類しております。

負　債
預金及び譲渡性預金
　 　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期

預金については、一定の種類及び期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時
価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を基礎として用いております。なお、
預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。

　　当該時価は、レベル２の時価に分類しております。
借用金
　 　借用金のうち、約定期間が短期間（１年以内）のもの、又は変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、ま

た、当社及び連結される子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると
考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。約定期間が長期間（１年超）で固定金利によるものは、一定の
期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定し
ております。

　　当該時価は、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　 　デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期

間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの
評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプット
を用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引、
通貨スワップ取引等が含まれます。

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2023年３月31日）

区分 評価技法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
　その他有価証券

　　社債 現在価値技法
倒産確率 0.0％－9.6％ 1.4％

倒産時の損失率 0.0％－100.0％ 81.9％
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（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2023年３月31日）
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売却、
発行及び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の振替

レベル３
の時価か
らの振替

期末
残高

当期の損益に
計上した額の
うち連結貸借
対照表日にお
いて保有する
金融資産及び
金融負債の評
価損益

損益に
計上
（＊）

その他の
包括利益
に計上

有価証券
　その他有価証券
　　社債 34,434 22 △58 △1,708 ― ― 32,689 ―

（＊）連結損益計算書の「資金運用収益」、「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。

（3）時価の評価プロセスの説明
　当社グループはミドル部門において時価の算定に関する手続を定めております。算定された時価は、独立した評
価部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を
検証しております。
　時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いており
ます。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの
確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
　倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示しており、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推計値です。
倒産確率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
倒産時の損失率
　倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の、債券又は貸出金の残高合計に占める割合であ
ります。倒産時の損失率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。

（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

１．売買目的有価証券（2023年３月31日現在）
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △　12
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２．満期保有目的の債券（2023年３月31日現在）

種　類 連結貸借対照表
計上額（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの

国債 ― ― ―
地方債 ― ― ―
短期社債 ― ― ―
社債 ― ― ―
その他 ― ― ―
　外国債券 ― ― ―
　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの

国債 ― ― ―
地方債 ― ― ―
短期社債 ― ― ―
社債 ― ― ―
その他 5,000 4,987 △ 12
　外国債券 5,000 4,987 △ 12
　その他 ― ― ―

小計 5,000 4,987 △ 12
合　　　計 5,000 4,987 △ 12
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３．その他有価証券（2023年３月31日現在）

種　類 連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差　額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 48,377 28,509 19,867
債券 132,707 132,113 593
　国債 23,081 23,000 81
　地方債 58,123 57,827 296
　短期社債 ― ― ―
　社債 51,502 51,286 216
その他 82,543 79,497 3,045
　外国債券 54,392 52,798 1,594
　その他 28,150 26,699 1,451

小計 263,628 240,121 23,507

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 3,123 3,634 △ 510
債券 458,172 468,436 △ 10,263
　国債 142,371 148,494 △ 6,123
　地方債 200,708 203,272 △ 2,563
　短期社債 ― ― ―
　社債 115,093 116,669 △ 1,576
その他 182,453 194,284 △ 11,831
　外国債券 100,132 102,611 △ 2,479
　その他 82,320 91,673 △ 9,352

小計 643,749 666,356 △ 22,606
合　　　計 907,378 906,477 900
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自2022年４月１日　至2023年３月31日）
売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 863 168 5
債券 7,010 35 ―
　国債 7,010 35 ―
　地方債 ― ― ―
　短期社債 ― ― ―
　社債 ― ― ―
その他 10,603 23 624
　外国債券 9,862 ― 624
　その他 740 23 ―

合　　計 18,477 227 629

５．減損処理を行った有価証券
　　 　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると
認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を
当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　 　当連結会計年度における減損処理額は、319百万円（うち、株式136百万円、債券30百万円、そ
の他151百万円）であります。

　　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
　　 　時価が取得原価に比べて、30％以上下落したものを「著しく下落した」とし、そのうち50％以上

下落したものは原則全額、30％以上50％未満下落したものは、回復可能性があると認められるもの
以外について減損処理を行っております。
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（金銭の信託関係）
その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2023年３月31日現在）

　
連結貸借対照表
計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差　額
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 40,000 40,000 ― ― ―
（注）合同運用の金銭の信託であります。

（賃貸等不動産関係）
該当ございません。

（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計
銀行業 リース業 計

役務取引等収益
　預金・貸出業務 4,882 ― 4,882 2 4,885
　為替業務 1,827 ― 1,827 ― 1,827
　証券関連業務 1,379 ― 1,379 ― 1,379
　保護預り・貸金庫業務 125 ― 125 ― 125
　代理業務 4,705 ― 4,705 ― 4,705
　その他 ― ― ― 27 27
その他経常収益 76 996 1,072 913 1,986
顧客との契約から生じる経常収益 12,996 996 13,993 943 14,936
上記以外の経常収益 37,573 13,489 51,062 839 51,902
外部顧客に対する経常収益 50,570 14,486 65,056 1,782 66,838

（注 ）「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント等であり、クレジットカード業、信用保証業を含
んでおります。
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（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 7,486円 3銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 238円41銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 188円59銭

（注 ）株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は、１株当たりの純
資産額、１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当
期純利益金額の算定において、控除する自己株式に含めております。

１株当たりの純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は151千株であります。また、１株当たりの
親会社株主に帰属する当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額の算定
上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は130千株であります。

（重要な後発事象）
該当ございません。
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計算書類

第５期末（2023年3月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　額
（資産の部）
流 動 資 産 1,232

現 金 及 び 預 金 790
前 払 費 用 9
未 収 還 付 法 人 税 等 433
そ の 他 0
固 定 資 産 128,994

無 形 固 定 資 産 2
商 標 権 2

投 資 そ の 他 の 資 産 128,992
関 係 会 社 株 式 128,903
敷 金 85
繰 延 税 金 資 産 3

資 産 の 部 合 計 130,227

科　　　　　目 金　　額
（負債の部）
流 動 負 債 86

未 払 費 用 1
賞 与 引 当 金 7
そ の 他 77

固 定 負 債 387
長 期 預 り 金 387

負 債 の 部 合 計 474
（純資産の部）
株 主 資 本 129,753

資 本 金 10,000
資 本 剰 余 金 118,735

資 本 準 備 金 2,500
そ の 他 資 本 剰 余 金 116,235

利 益 剰 余 金 1,343
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,343

繰 越 利 益 剰 余 金 1,343
自 己 株 式 △325

純 資 産 の 部 合 計 129,753
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 130,227
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第５期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）損益計算書
（単位：百万円）

科　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額
営 業 収 益 2,382

関 係 会 社 受 取 配 当 金 2,057

関 係 会 社 受 入 手 数 料 325

営 業 費 用 309

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 309

営 業 利 益 2,073

営 業 外 収 益 0

受 取 利 息 0

雑 収 入 0

営 業 外 費 用 0

雑 損 失 0

経 常 利 益 2,073

特 別 利 益 127

関 係 会 社 株 式 売 却 益 127

特 別 損 失 ―

税 引 前 当 期 純 利 益 2,201

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 10

法 人 税 等 調 整 額 2

法 人 税 等 合 計 12

当 期 純 利 益 2,188

50

010_0458819322306.indd   50010_0458819322306.indd   50 2023/05/22   16:40:542023/05/22   16:40:54



（単位：百万円）
株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益
剰余金

当 期 首 残 高 10,000 2,500 146,363 148,863 1,211 1,211 △ 265 159,809 159,809

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △ 2,056 △ 2,056 △ 2,056 △ 2,056

当 期 純 利 益 2,188 2,188 2,188 2,188

自己株式の取得 △30,223 △30,223 △30,223

自己株式の処分 △ 0 △ 0 35 35 35

自己株式の消却 △30,127 △30,127 30,127 ― ―

当期変動額合計 ― ― △30,127 △30,127 131 131 △ 59 △30,055 △30,055

当 期 末 残 高 10,000 2,500 116,235 118,735 1,343 1,343 △ 325 129,753 129,753

第５期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）株主資本等変動計算書
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個別注記表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法により行っております。
２．固定資産の減価償却の方法
　　無形固定資産
　　　無形固定資産は、定額法により償却しております。
３．引当金の計上基準
　　賞与引当金
　　 　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．重要な収益及び費用の計上基準
　　関係会社受入手数料
　　 　当社子会社への経営管理に係る手数料であり、経営管理契約に基づいて、必要な指導・助言等を

行う履行義務を負っております。当該履行義務は一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であ
り、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
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注記事項
（貸借対照表関係）

１．関係会社に対する金銭債権
　　　預金 741百万円
２．関係会社に対する金銭債務
　　　長期預り金 387百万円

（損益計算書関係）
関係会社との取引高
（1）営業取引による取引高

　　　　関係会社受取配当金 2,057百万円
　　　　関係会社手数料収入 325百万円
　　　　販売費及び一般管理費 135百万円
（2）営業取引以外の取引による取引額

　　　　受取利息 0百万円
　　　　関係会社株式売却益 127百万円

（株主資本等変動計算書関係）
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘　要

自己株式
普通株式 116 64 15 165 （注）１, ２, ３
第一種優先株式 ― 4,200 4,200 ― （注）4

合　計 116 4,264 4,215 165
（注）1　普通株式の自己株式の増加は、株式報酬制度に係る信託による取得及び単元未満株式の買取請求によるものであ

ります。
2　普通株式の自己株式の減少は、株式報酬制度に係る株式給付及び単元未満株式の買増請求によるものであります。
3　当事業年度末の普通株式の自己株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式151千株が含まれてお

ります。
4　第一種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2022 年７月27 日開催の取締役会決議に基づく取得及び消却に

よるものであります。
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（税効果会計関係）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
　賞与引当金 2百万円
　事業税 1百万円
　その他 0百万円
繰延税金資産小計 3百万円
評価性引当額 ―百万円
繰延税金資産合計 3百万円
繰延税金負債合計 ―百万円
繰延税金資産の純額 3百万円

（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要株主等
　　該当事項はありません。

２．子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

種　類 会社等
の名称

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 株式会社
三十三銀行

所有
直接100％

経営管理
役員の兼任

出向者の受入

経営管理料の
受取（注１） 325 ― ―

配当金の受取 2,057 ― ―
出向者人件費
の支払（注２） 130 ― ―

関係会社株式
の売却（注３） 30,127 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注） 1　経営管理料は、当社の経営活動に必要な諸経費として合理的に見積もられた金額に基づき算定しております。
 2　出向者人件費は、出向元の給与を基準に双方協議の上決定しております。
 3　 関係会社株式の売却は、株式会社三十三銀行の2022 年7 月27 日開催の取締役会決議に基づく同行のＡ種優先株

式の売却であり、売却価格は預金保険機構が2005 年10 月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先
株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討した金額によっております。
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３．兄弟会社等
　　該当事項はありません。

４．役員及び個人主要株主等
　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 4,990円 4銭
１株当たりの当期純利益金額 79円18銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 65円17銭

（注 ）株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は、１株当たりの純
資産額、１株当たりの当期純利益金額及び潜在株式調整後1 株当たり当期純利益金額の算定において、控除する自己
株式に含めております。
　１株当たりの純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は151千株であります。また、１株当たりの
当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は
130千株であります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2023年５月11日

株式会社三十三フィナンシャルグループ
　 　　 取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 村 哲 也
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 ヶ 谷 正
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 田 宏 季

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社三十三フィナンシャルグループの2022年４月１日
から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社三十三フィナンシャルグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

監査報告書
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に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2023年５月11日

株式会社三十三フィナンシャルグループ
　 　　 取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 村 哲 也
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 ヶ 谷 正
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 田 宏 季

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社三十三フィナンシャルグループの2022年４
月１日から2023年３月31日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
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表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書　謄本

監査報告書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第５期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査等委員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 2023年５月11日
株式会社三十三フィナンシャルグループ  監査等委員会

常勤監査等委員 京 戸 裕 司 ㊞
監 査 等 委 員 古 川 典 明 ㊞
監 査 等 委 員 種 村 　 均 ㊞
監 査 等 委 員 吉 　 田 　 す み 江 ㊞
監 査 等 委 員 松 井 憲 一 ㊞

（注） 監査等委員 古川典明、種村均、吉田すみ江及び松井憲一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であ
ります。

以　上
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